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新旧対象表：業務委託編Ⅰ 

 

改          正 現          行 備  考 

 

 

 

 

共 通 仕 様 書 

〔業務委託編Ⅰ〕 

 

平成３０年１０月１日 

 

 
 

 

 

 

 

共 通 仕 様 書 

〔業務委託編Ⅰ〕 

 

平成２７年１０月１日 

平成２８年１０月１日一部改正 

平成２９年１０月１日一部改正 
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新旧対象表：業務委託編Ⅰ 

(H30) 

改          正 現          行 備  考 

１.測量業務共通仕様書 
第6条 業務の実施 

測量業務は､ ｢規程｣ により実施するものとする｡ なお､ 測量成果の種類､ 内容､ 構造､ 品質等

は､製品仕様書によるものとし､ 定めのない場合は､ 規程第５条第３項第一号及び第二号によるもの

とする｡ 

※ (参考) 国土地理院の製品仕様書に関するページ 

http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/public/seihinsiyou/seihinsiyou_index.html 

また、公共測量の実施にあたっては「規程」の定めの他、別途地理院より定めるマニュアルによる

ものとする。 

 

 

１.測量業務共通仕様書 
第6条 業務の実施 

測量業務は､ ｢規程｣ により実施するものとする｡ なお､ 測量成果の種類､ 内容､ 構造､ 品質等

は､製品仕様書によるものとし､ 定めのない場合は､ 規程第５条第３項第一号及び第二号によるもの

とする｡ 

※ (参考) 国土地理院の製品仕様書に関するページ 

http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/public/seihinsiyou/seihinsiyou_index.html 

 

  

 

 

測量業務共通仕様

書 

業務委託編Ⅰp.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 / 4 

 

新旧対象表：業務委託編Ⅰ 

(H30) 

改          正 現          行 備  考 

用地調査等共通仕様書 
第22条 土地の立入り 

１. 受注者は､用地測量のため､他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合は､あらかじめ当該土地

の占有者に発注者より立入りの周知がなされているかどうかを確認するものとする｡ 

 

 

 

 

第 28 条 境界測量 

受注者は､現地において境界点を測定し、その座標値を求める。 

用地調査等共通仕様書 
第22条 土地の立入り 

１. 受注者は､用地測量のため､他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合は､あらかじめ当該土

地の占有者に立入りの周知がなされているかどうかを確認するものとする｡ 

  

 

 

 

第 28 条 境界測量 

受注者は､あらかじめ用地幅杭の位置を確認し､測量区域内の土地を規定及び基準により測量する

ものとする｡ 

 

 

 

 

 

用地測量等業務仕

様書 

業務委託編Ⅰp.153

 

 

 

 

 

業務委託編Ⅰp.157
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新旧対象表：業務委託編Ⅰ 

改          正 現          行 備  考 

用地実測図及び用地平面図表示記号 用地実測図及び用地平面図表示記号  

用地測量等業務仕

様書 

業務委託編Ⅰp.162

 

※表題欄の様式改

正 

 

 

 


